
放課後⼦ども教室の新設について



令和５年度放課後⼦ども教室事業について
令和４年度からの変更点について

事業名 変更点
⼤⼭⼝⼩学校放課後⼦ども教室事業 ・対象学年を２年⽣まで拡充

・プログラムを企画し実施
池の上⼩学校放課後⼦ども教室事業 ・対象学年を２年⽣まで拡充



年
度
計
画

年度 事業⽅針

令和５年度 ・放課後⼦ども教室４校の運営
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備

令和６年度 ・放課後⼦ども教室５校の運営
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備

令和７年度
・放課後⼦ども教室６校の運営
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備
・直営運営校２校の委託準備

令和８年度
・放課後⼦ども教室７校の運営
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備
・直営運営校２校の委託準備

令和９年度
・放課後⼦ども教室７校の運営
・直営運営校２校を委託
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備

令和10年度 ・放課後⼦ども教室８校の運営
・次年度の放課後⼦ども教室の開設準備

令和11年度 ・放課後⼦ども教室９校の運営
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今後の放課後⼦ども教室設置計画



令和６年度事業計画（案）
事業名 桜台⼩学校 放課後⼦ども教室
事業⽬的 放課後の時間を活⽤し、地域協⼒者の参画を得ながら、安全に様々な体験や活

動が⾏える機会を桜台⼩学校の児童に提供するため
新設校 桜台⼩学校

開始予定時期 令和６年４⽉（事業の実施は５⽉からの予定）
活動予定時間 毎週⽊曜⽇ 下校後〜１６時頃まで

※ 学校が⻑期休業中、短縮⽇課、その他⾏事予定のある場合は休⽌する。
年間予定回数 ３５回
活動予定場所 桜台⼩学校 体育館・校庭 等


